
 

京都市告示第   号 

平成２８年１２月２０日京都市告示第４６０号（個人の市民税の寄附金控除の対象とし

て認める市民の福祉の増進に寄与する寄附金）の表について、一部を次のとおり変更しま

す。 

令和６年７月２６日 

京都市長 松井 孝治   

  

 

「     

 控除対象寄附金 法人又は団体の所在地  

を 

 特定非営利活動法人アク

セス－共生社会をめざす

地球市民の会に対する寄

附金 

京都市伏見区深草西浦町四丁目７８ 

番地村井第一ビル２階７号室 

 

   」  

「     

 控除対象寄附金 法人又は団体の所在地  

に改める。 

 特定非営利活動法人アク

セス－共生社会をめざす

地球市民の会に対する寄

附金 

京都市伏見区深草西浦町八丁目８５

番４ 

 

   」  

 

（行財政局税務部税制課） 
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